
 

愛 媛 県 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム （ 緊 急 時 連 絡 網 装   

置 等 ） 借 入 れ 及 び 保 守 点 検 業 務 の 委 託  

○ 公  告  

 次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 す る 。  

   令 和 ７ 年 ５ 月 2 3日  

 

１  入 札 に 付 す る 事 項  

(1 )  件 名  

愛 媛 県 原 子 力 防 災 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム （ 緊 急 時 連 絡

網 装 置 等 ） 借 入 れ 及 び 保 守 点 検 業 務  

(2 ) 委 託 業 務 名 及 び 数 量  

入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。  

(3 )  委 託 業 務 の 内 容 等  

入 札 説 明 書 及 び 仕 様 書 に よ る 。  

(4 )  借 入 れ 及 び 保 守 点 検 期 間  

令 和 ８ 年 ３ 月 １ 日 か ら 令 和 1 3年 ２ 月 2 8日 ま で  

(5 )  シ ス テ ム の 構 成 装 置 及 び 設 置 場 所  

仕 様 書 に 記 載 の と お り  

(6 )  入 札 方 法  

入 札 金 額 は 、 対 象 機 器 の １ か 月 当 た り の 借 入 れ 及 び 保

守 点 検 費 用 を 記 載 す る こ と 。  

ま た 、 落 札 決 定 に あ た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金

額 に 当 該 金 額 の 1 0パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金

額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数

金 額 を 切 り 捨 て る も の と す る 。） を も っ て 落 札 価 格 と す る

の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業

者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契

約 金 額 の 11 0分 の 10 0に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る

こ と 。  

２  入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格  

知 事 の 審 査 を 受 け 、 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で         

の 製 造 の 請 負 等 に 係 る 一 般 競 争 入 札 に 参 加 す る 資 格 を 有

す る と 認 め ら れ 、 か つ 、「 特 定 調 達 参 加 希 望 」 の 登 録 を し

て い る 業 者 で 、 次 の 事 項 に 該 当 す る も の  

(1 )地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 2 2年 政 令 第 16号 ） 第 1 67条    

の 4の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

(2 )開 札 の 日 に お い て 、 知 事 が 行 う 入 札 参 加 資 格 停 止 の   

期 間 中 に な い 者 で あ る こ と 。  



 

(3 )借 入 期 間 の 開 始 ま で に 適 正 か つ 確 実 に 納 入 で き る 体 制

が 整 備 さ れ て い る こ と を 証 明 し た 者 で あ る こ と 。  

(4 )保 守 点 検 対 象 と な っ て い る 機 器 に つ い て 、 保 守 点 検 を

行 っ た 実 績 が あ る こ と 。  

３  入 札 書 の 提 出 場 所 等  

(1 )  入 札 書 の 提 出 先 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 の 交

付 場 所 及 び 問 合 せ 先  

愛 媛 県  県 民 環 境 部  防 災 局  原 子 力 安 全 対 策 課  

原 子 力 防 災 グ ル ー プ  

〒 79 0 -8 57 0  愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 ４ 丁 目 ４ 番 地 ２  

電 話 番 号  0 8 9- 94 1 - 2 11 1（ 代 表 ） 内 線 2 34 1  

     0 8 9- 91 2 - 2 34 1（ ダ イ ヤ ル イ ン ）  

(2 ) 入 札 書 の 受 領 期 限  

開 札 の 日 時 に 開 札 の 場 所 へ 持 参 し て 提 出  

( 3 )  入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  

令 和 ７ 年 ６ 月 1 6日 （ 月 ） 午 後 ５ 時 1 5分 ま で 上 記 （ 1） に

掲 げ る 場 所 で 交 付 す る 。  

( 4 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  

令 和 ７ 年 ７ 月 ３ 日 （ 木 ） 午 前 1 0時 3 0分  

愛 媛 県 庁  本 館 ２ 階  総 務 部 ・ 県 民 環 境 部 会 議 室  

即 時 改 札 と す る 。  

４  そ の 他  

(1 )  入 札 及 び 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  

(2 )  入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  

ア   入 札 に 際 し て は 、 入 札 者 が 見 積 も る 契 約 金 額 の 10 0分 の

５ 以 上 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

指 定 金 融 機 関 、 指 定 代 理 金 融 機 関 又 は 収 納 代 理 金 融 機 関

が 振 出 し 又 は 支 払 保 証 を し た 小 切 手 を も っ て 入 札 保 証 金

の 納 付 に 代 え る こ と が で き る 。 ま た 、 愛 媛 県 会 計 規 則

（ 昭 和 4 5年 愛 媛 県 規 則 第 18号 ） 第 13 7条 の 規 定 に 該 当 す る

者 に つ い て は 、 入 札 保 証 金 の 納 付 を 免 除 す る こ と が あ る 。  

イ  契 約 に 際 し て は 、 契 約 金 額 の 1 0分 の １ 以 上 の 契 約 保 証

金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 愛 媛 県 会 計 規 則

第 15 4条 の 規 定 に 該 当 す る 者 に つ い て は 、 契 約 保 証 金 の 納

付 を 免 除 す る こ と が あ る 。  

(3 )  入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  

こ の 一 般 競 争 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 参 加 資 格  



 

審 査 申 請 書 を 提 出 し 、 入 札 参 加 資 格 の 確 認 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

な お 、 知 事 か ら の 当 該 書 類 の 内 容 に 関 し 説 明 を 求 め ら

れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

ア  受 付 期 間  

令 和 ７ 年 ５ 月 2 3日 (金 )か ら 令 和 ７ 年 ６ 月 1 6日 (月 )  

午 後 ５ 時 15分 ま で  

イ  受 付 場 所  

上 記 ３ の （ 1） に 掲 げ る 場 所  

(4 )  入 札 の 無 効  

２ に 掲 げ る 資 格 を 有 し な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 及 び 入

札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者 の 提 出 し た 入

札 書 は 無 効 と す る 。  

(5 )  契 約 書 作 成 の 要 否  

要  

(6 )  落 札 者 の 決 定 方 法   

こ の 公 告 に 示 し た 業 務 を 履 行 で き る と 知 事 が 判 断 し た

入 札 者 で あ っ て 、 愛 媛 県 会 計 規 則 第 13 3条 の 規 定 に 基 づ い

て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ

て 有 効 な 入 札 を 行 っ た も の を 落 札 者 と す る 。  

(7 ) そ の 他  

詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  

５  S um ma ry  

(1 ) N at ur e  a nd  q ua n ti ty  o f  t he  s e rv ic e t o be  

re nd e re d： E h im e pr e fe ct ur a l nu cl e ar  d is a st er  

pr ev e nt io n n et wo rk  sy st em ( co mm un i ca ti on  ne tw or k  f or  

em er g en cy  u s e) le as e  a nd  m a in te na n ce  o ut s ou rc in g  

(2 ) T i m e  l i m i t  o f  t e n d e r :  1 0 : 3 0  a . m . ,  ３  J u l y  2 0 2 5  

(3 )  Fo r  f u r t h e r  i n f o rm a t i o n , p l e a s e  c o n t a c t :   

Nu cl e ar  S af e ty  M ea s ur es  D i vi si on ,  P ub li c  A ff ai r s an d 

En vi r on me nt  D e pa rt m en t,  E hi m e Pr ef e ct ur a l Go ve r nm en t ,  

4- 4- 2  I ch ib a nc ho , M at su ya m a,  E hi m e 79 0 - 8 57 0 ,  J a pa n  

TE L  ＋ 81 -8 9 -9 41 -2 1 11  Ex t .2 34 1  

 


